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は じ め に 
 

近年，気候変動の影響に伴う台風や局所的豪雨により，全国各地で甚大な水害が

頻発しています。 

本市におきましては，いかなる危機においても，市民の生命・財産などを守るこ

とができるよう，まちづくりの指針として策定した「第６次宇都宮市総合計画」に

おける政策の柱の一つとして「『安全・安心の未来都市』の実現に向けて」を掲げ，

主に河川の拡幅や下水道雨水幹線の整備による治水対策を連携して計画的に推進

してきました。 

このような中，令和元年１０月に発生した「令和元年東日本台風」により，特に

本市の中心市街地を流れる一級河川田川や西部地域の観光地である大谷地区を流

れる一級河川姿川が溢水し，大きな浸水被害が発生したところであり，この被災を

受けて，早急な治水対策により，将来にわたり市民の皆様が安心して暮らしていけ

るよう，令和２年２月に「総合治水・雨水対策基本方針」を策定し，これまでの河

川や下水道雨水幹線の整備による「流す」取組を軸としながら，河川への雨水流出

を抑制する「貯める」取組，水害が発生した場合にあっても被害を軽減させる「備

える」取組の３つの柱によって，ハード・ソフト両面から総合的な対策を進めるこ

ととしました。あわせて，この対策の一環として，出水期となる令和２年７月まで

に被害軽減の効果を発揮できる事業を抽出し，「先行事業」として実施しました。 

また，国土交通省においては，令和２年７月に，気候変動による水災害リスクに

備えるため，流域に関わるあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」への転

換の考えを示し，令和３年３月に，国が管理する一級水系を対象に，地域の実情に

応じた「流域治水プロジェクト」を策定しました。また，栃木県においても，田川

で河道の掘り下げや調節池の整備など，短期間における被害軽減に向けた取組を進

めています。 

この「宇都宮市総合治水・雨水対策推進計画」は「総合治水・雨水対策基本方針」

に基づくとともに，国の「流域治水」の考え方や「先行事業」の結果と評価を踏ま

え，県・市と市民・企業が官民の垣根を越えた連携による治水対策として，達成す

べき目標とその具体策を定めた計画です。 

この計画により，本市全体において，自助・共助・公助により浸水被害の軽減に

向けた取組を進め，市民の皆様が安全・安心をこれまでにも増してより一層実感で

きるよう，更なる水害に強い「安全・安心の未来都市」の実現を目指してまいりま

す。 
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